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住宅ローン利用者の返済困窮状態を支援する仕組みを考察する 

～経済不況下の個人ローン返済困窮者支援とは～ 
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金融機関経営における喫緊の検討テーマとは「健全性の確保」「収益性の向上」「経営基盤の強化」に他な

らないが、より具体性のある戦略・施策を自助努力により如何にして確立することが出来るかが最大のポイ

ントとなる。しかし、昨今の金融機関は、マイナス金利が続く環境下では収益力強化を至上命題とし、企業

向け融資に対しては慎重な姿勢を示す一方でリテ－ルビジネスにおける収益力の向上を目指すべく個人向け

消費者ローン（住宅ローン）ビジネスに積極的に取り組んできた経緯がある。 

住宅ローン残高を積極的に伸ばすべく、融資事務フローを簡略化するために AIを利用した自動審査モデル

の導入や完全電子化による契約手続きを構築、集中窓口を設置する金融機関は多数見うけられるが、居住用

住宅ローンであっても、リスク管理という観点から、年に一度の物件時価評価額の算定と借主の定性要件の

再判定ができるか否かが重要となる。自動審査モデルによる入り口段階での効率化とリスク軽減措置だけに

頼るのではなく、実行後の途上与信判定＝返済を確実にできるか否かの判断を如何にして正確に把握し、デ

フォルト（延滞発生）の事前防止を実現する仕組みが構築されているかがポイントとなるのだが、実現して

いる金融機関は少ない。 

今般発生した新型コロナの影響による経済へのダメージはこれまで経験したことがない状況になる可能性

が高く、企業の経営体力低下は勤労者の生活に直接的に影響が及ぶことは、リーマンショック等過去の経験

から想定できる。経済環境が以前の状態に戻るまでには２～３年以上かかるという見方もあり、現在政府が

実施している給付金や雇用助成金等は緊急避難的には効果があっても、中長期的な対策として有効な手段は

検討されていない。 

百年に一度という危機への対応ということを考えれば、勤労者を守る具体的対策を早急に検討することが

重要であり、特に、住宅ローンを利用している勤労者について、今般の新型コロナの影響で困窮する方々を

経済が元の状態に戻るまでの期間、一時的に支援する対策を政策的、且つ、金融業界全体で考えることが求

められるはずである。 

現在の状況が続くことで住宅ローン利用者への影響を考えると、以下の状態に陥ることは明白であろう。 
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つまり、金融機関経営においても不良債権が大幅に増加する可能性が極めて高くなるが、最大の問題とな
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るのは、ローンの利用者側が、収入が減ることで返済が難しくなり延滞が続くことで個人信用情報に傷がつ

くこと、やむなく保有不動産を現在の時価で処分し債務を減らしたとしても不動産市況悪化による売却価額

の低下により債務が残り、再生の道が狭められてしまい、結果として損失が拡大することである。これまで

の金融機関の業務活動、つまり、残高を伸ばすことを前提とした推進重視、リスク管理軽視という業務運営

を考えれば、そうならざるを得ないのが現状であろう。 

 金融機関経営の観点から考えるならば、不良債権化した債権に関しては早期解消を図る必要があるが、一

方で、SDGs 経営の観点から顧客目線の対策が求められているはずである。そういう観点から、今後増加す

る可能性が高い住宅ローン返済困窮者向け支援モデルを以下考えてみたい。経済環境が元の状態に戻り物件

価格が落ち着くまでの相応の期間（＝５年間）住宅ローン利用困窮者を支援するスキームを確立できれば、

今後の経済再興にもプラスに働くはずであり、早急な対応が求められる。 

【スキーム概要】 

具体的なスキームとして、以下のような手法を考えてはどうだろうか。 

• 金融機関において、一定条件に合致（＝モラルハザードの回避❶～❸）した住宅ローン返済遅延債務者

および遅延可能性のある債務者の住宅ローン債権を推定時価額（＝５年後の処分見込み価格）の資産価

値活用型債権へ組替え、債権買取機関へ売却する。 

❶ 就業者または就業見込みの方（一時的に休職・失業～回復後職場復帰等見込める）  

❷ これまで住宅ローン利用期間中返済滞りが無く、初めて遅延となった方 

❸ 住宅ローン債務以外の債務残高が１００万円未満の方 

• 債務者は、期間中（＝５年以内）に住宅を買い戻すか売却処分するかを決定し、当該期間中は賃貸料相

当の返済（～既存住宅ローン返済額の６０％又は地域内平均家賃の６０％の低い方）を行う。「処理先送

り」を回避する仕組みとして最終処理を確定させることを前提とする。 

• 債権者である金融機関は売却時点で損失を確定、債権買取機関は買い取った債権を担保とした期間５年

間の SDGｓ資産担保証券を発行、一般投資家へ販売。（日本銀行に買取ってもらう、債権売却金融機関

が投資家として購入する等も考えられる） 

• 投資家へは、期間中、想定する最低賃料収入を基とした利払いを実施すると同時に、期間終了時点まで

に物件処分価格により償還するが、買取機関が物件を代物取得した後に売却し処分見込額を超えてキャ

ピタルゲインを得た場合は５０％を投資家へ還元する。 

【全体像イメージ】 
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【住宅資産価値の評価方法】 

ここで問題となるのが、中古物件の時価評価の捉え方である。 

現時点の市場実勢価格を適用すれば、１００年に１度のリスク発生による市場の需給関係から価格が下落

するのは目に見えている。そこで、５年後には現状まで経済が回復する可能性があるという前提で５年後の

物件価格を推計し、当該価格を前提にモデルを体系化することで、物件価値が落ち着いた時点の評価を前提

に処理することが可能となる。 

戸建て住宅の土地価格に関しては、国土交通省が公表している昭和５０年以降の公示地価の宅地価格情報

を使用し、前年度比、前年度比の５年間移動平均値、１０年間移動平均値等を用い、変化率を算出すること

で、バブル崩壊前後の価格急昇降やリーマンショック後の下落等の要因も組み込んだ予想変化率を導き出し、

５年後の予想公示地価を推測することができるのではないか。 

➢ 土地価格については、過去の公示価格の変化率を用い、前年度比、５年間
移動平均、10年間移動平均により算出した平均値をベースに「－２」を下落
率と想定し価格算定することで、バブル崩壊やリーマンショックの影響による下落
幅もカバーできる可能性がある。（全国主要都市のデータは公開されている）

 

バブル崩壊後の地価最低時点１９９３年以降の東京圏の宅地情報の変化率を用い、２１年間の変化率を前

提に５年後の公示地価を予想すると、現時点から「－２～３％」の減価となり、当該比率を使用することで

今般のコロナショックの下落率も吸収することは可能ではないかと思われる。 

戸建物件に関しては、土地価格をある程度見極めることで、建物の評価は減価償却を前提に評価モデルを

体系化するこができるはずである。 

■中古戸建て住宅価値の算定ロジックサンプル

土地評価は、対象地の公示地価過去推移により下落率「２％」を前提に、修正率等で調整の上算出、建物評価額に関しては国
税庁が提供する相続税評価の「再調達原価」を使用し、リノベーション加算等を考慮し残存耐用年数期間により算出する
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マンションに関しては、一般的に売買事例をベースとした価格を前提に評価されるが、当該物件を対象地

域の賃料相場で賃貸運用したと仮定して得られる収益をベースに「収益還元法」を併用して価格算定するこ

とで、一時的な売買価格の下落にも耐えられる評価が考えられる。 

■中古マンション価値の算定ロジックサンプル
マンションは耐用年数50年、残価10％による定額減価償却による❶残存価額と、対象物件を近隣マーケットで賃貸した場合に想
定される賃料収入を前提に「割引率５％」により割引現在価値＝PVを算出し、残存期間中の収益見込額をベースに❷評価額を
算定し、１対１対応の考え方で２対３の割合で最終評価価格額を算定する。

 

以上のスキームを確立することができれば、住宅資産の５年後資産価値を予測し活用することで、返済に

困窮していても今後再生が可能な利用者を経済環境が回復するまでの期間、一時的に支援する仕組みとして

運用することができ、債権者、債務者双方にとっても物件の損切りを回避することでメリットのあるモデル

になるのではないか。 

債務者支援による効果 

 ・現状の民間住宅ローン商品特性を考えた場合、返済遅延による最終処理＝代位弁済により個人情報機

関へブラック情報として登録となり、以後（５～７年間）再チャレンジに支障を来すが、本件スキー

ムでは回避できる…情報登録を制限することが可能 

 ・取得したマイホームを手放さず再生する選択肢を提供することで、家族も含めた再生への意欲を引き

上げる…当該者の意欲を高める事が可能 

金融機関運営への効果 

 ・偶発的要因により債務の返済が滞った債務者にとって再生の道を提供することが可能となる…SDGs

を意識した個人版の持続可能支援体制が確立できる 

 ・金融機関内部規制（＝新ＢＩＳ規制による規制）に対する延滞債権の早期処理が可能となる…債権管

理回収業務負担を軽減できる 

 ・物件価値の毀損（＝時価処理による損失）を抑制することで損失額を抑制できる…損失の拡大を抑制

することで最終処理を促進できる 

 

今回の新型コロナ問題はスペイン風邪から１００年目のパンデミックでもあり、その後発生した世界恐慌

にも近い世界的な災難になる可能性もあるが、こういう時こそ、金融機関が独自の目線で貸出債権の内容を

見極め、適切に対処できる判断基準と取組方針をいち早く打ち出し、これまで蓄積してきた内部留保を効果

的に活用しながら２～３年、５年後の経営の姿を考え直す必要があるのではないか。 

以上 


